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平成 22 年７月 14 日 

香川県土木部建築課建築指導室 

（総則） 

第第第第１１１１ この運用は、既存不適格建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」と

いう。）第３条第２項の規定により、建築基準法令の規定の適用を受けない建築物をいう。

以下同じ。）における増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え（以下「増築等」

という。）をする場合の建築確認の申請に係る添付書類及び審査の方法等に関して必要な

事項を定めるものである。 

 

（適用対象） 

第第第第２２２２ 当該確認申請に係る工事の計画が建築士の設計及び調査によらない場合、又は、当

該既存不適格等の内容が建築士において担保できない場合若しくは本運用に定める必要

書類の添付が無い場合は、原則として法第86条の７及び建築基準法施行令（昭和25年政

令第338号。以下「令」という。）第８章各条に規定する既存不適格緩和（以下、単に「既

存不適格緩和」という。）を適用しない。 

 

（既存不適格調書） 

第第第第３３３３ 建築確認の申請において、既存不適格緩和の適用を受ける場合には、当該確認申請

書に、既存不適格調書（建築基準法施行規則第１条の３第１項の表２の(63)項の(ろ)欄

に掲げる既存不適格調書。その様式は、建築基準法施行細則（平成20年香川県規則第47

号。以下「細則」という。）第10条第１項による第６号様式「不適格建築物調書」による。

以下同じ。）を添付しなければならない。 

    

２２２２ 既存不適格調書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。なお、記載

内容の担保のため、第１号及び第３号の記名押印のないものは無効とする。 

(1) 建築主の記名及び押印 

(2) 現地調査年月日 

(3) 現地調査者の建築士事務所名、氏名及び押印 

(4) 既存不適格となっている規定 様式その１「不適格事項」及び様式その２「不適格

の条項及び内容」へ記載。 

(5) 既存不適格部分ごとの床面積 様式その２「床面積・原動機の出力・機械の台数及

び容器等の容量」へ記載。 

(6) 既存不適格部分全体の床面積の合計 様式その１ 該当各欄に記載。 

(7) 既往工事の履歴 様式その１「備考」欄に概要を記載。 

(8) その他の所定の事項 様式の定めに応じ、各所定欄に記載。 



（必要書類及び記載事項） 

第第第第３３３３ 既存不適格調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 既存不適格チェックシート 別に定める。 

(2) 既存建築物の配置図 

(3) 既存建築物の平面図 

(4) 新築時及び既往工事の検査済証の写し 

(5) 新築時及び既往工事の確認済証（平成11年４月30日以前に確認を受けた場合にあっ

ては確認通知書。以下同じ。）の写し 

(6) 既存不適格の適合確認に要する書類 既存不適格緩和の各規定への適合を確かめ

るための図書等のうち、第４に掲げるものをいう。 

(7) 基準時等の要件確認に要する書類 基準時以前の建築基準関係規定への適合を確

かめるための図書等のうち、第５及び第６に掲げるものをいう。 

(8) その他必要な図面及び書類 上記のほか、建築主事が必要と認める図面及び書類 

 

２２２２ 前項の書類において記載を要する事項は、次の表１に掲げる必要書類の区分に応じ、

当該各項に掲げる事項とする。 

■表１ 既存不適格調書に併せて建築確認申請に添付を要する書類 

必要書類 記載を要する主な事項 記載概要 

既存不適格となっている規定 

既存不適格となっている建築物の

部分ごとの基準時 

(1)既存不適格チェック

シート 

現地調査の状況 

該当欄にチェック。 

各既往工事に係る建築物の部分 (2)配置図 

既存不適格となっている部分 

各既往工事に係る建築物の部分 

既存不適格となっている部分 

各既往工事に係る建築物の部分及び既

存不適格部分の範囲が分かるように表

示。 

既存不適格部分ごとの床面積 対象条項とともに、各部分ごとに表示。 

(3)平面図 

基準時の床面積の合計 除却により現存しない部分を除く。 

(4)新築時及び既往工

事の検査済証写し 

  

(5)新築時及び既往工

事の確認済証写し 

 検査済証写しがある場合は、確認済証

写しの添付を要しない。 

(6)既存不適格の要件

確認に要する書類 

対象部分が法第86条の７及び令

第８章各条に適合している旨 

第４の定めによる。 

(7)基準時等の適合確

認に要する書類 

対象部分が基準時以前の建築基

準関係規定に適合している旨 

第５及び第６の定めによる。 



（既存不適格の要件確認等） 

第第第第４４４４ 既存不適格の適用の有無及び対象条項並びに基準時の確認は、第３第１号「既存不

適格チェックシート」への記載内容の確認により行う。 

２２２２ 第３第６号の「既存不適格の要件確認に要する書類」は、法第86条の７及び令第８章

（第137条の２から第137条の15まで）の規定の適用を受ける場合に、該当する条項に定

める適用の要件（工事の範囲、内容、面積等）に適合することの内容を確認できる書類

とするほか、この運用において別に定める。 

 

（基準時以前の建築基準関係規定への適合確認（確認済証がある場合）） 

第第第第５５５５ 第３第４号の「新築時及び既往工事の検査済証写し」が紛失等により無い場合で、

第５号の「新築時及び既往工事の確認済証写し」のみがある場合においては、当該確認

済証写しと第１号の既存不適格チェックシートの記載内容をもって、基準時以前の関係

規定に適合している旨を確認する。 

従って、チェックシートにおいて「既存不適格」又は「現行法適合」である旨確認し

た「確認」欄にチェックがある場合は、調査員である建築士が当該既存不適格又は現行

法適合の内容を適正に確認して記載したものと扱う。 

なお、当時の状況に疑義がある場合など、チェックシートの記載事項のみで規定への

適合状況を確認することが著しく困難であると建築主事が判断する場合は、別途、基準

時等の適合確認に要する書類の提出を求める。 

 

（基準時以前の建築基準関係規定への適合確認（確認済証が無い場合）） 

第第第第６６６６ 第３の必要書類のうち、第４号の検査済証の写し及び第５号の確認済証の写しがい

ずれも無い場合においては、基準時以前の建築基準関係規定への適合状況について、対

象となる規定の内容及び設計者が適合状況を確認した旨の記載をした図面等の提出を要

する。 

２２２２ 前項の規定に加えて、当該建築物又はその部分が次の表２に掲げる対象条項について

基準時以前の適用がある場合においては、当該条項の規定に適合していたことを証する

ため、表２の区分に応じ、基準時等の適合確認に要する書類の提出を要する。 

なお、その他の関係規定についての書類は、建築主事が必要に応じ適宜求める。 



■表２ 提出を要する基準時等の適合確認に要する書類 

対象条項 対象項目 書類の種類 書類の記載概要 

法第19条 敷地の衛生安全 擁壁の検討書 （擁壁等が有る場合） 

法第31条第２項 浄化槽 既存調査書類 浄化槽の人槽・構造 

法第40条 県条例による制限

附加 

各対象項目の内容に

よる 

条例の各対象項目の規定への適合

状況 

法第43条 接道 配置図 敷地の接道状況 

法第44条 道路内の建築制限 配置図 法適合状況（セットバックなど） 

法第48条 用途地域等 平面図 兼用住宅の内容など 

法第49条の２ 特定用途制限地域 平面図 建築物の間取りなど 

法第52条 容積率 平面図・面積計算書 面積計算書 

法第53条 建ぺい率 平面図・面積計算書 面積計算書 

法第54条第１項 外壁後退 配置図 外壁の位置及び後退（離隔）距離 

法第55条第１項 絶対高さ 立面又は断面図 建築物最高高さ 

法第56条 建築物の高さ 立面又は断面図 建築物の各部分の高さ 

法第61条、第62

条第１項 

防火・準防火地域

内の建築物 

外部仕上表 建築物の構造制限適合状況 

 

（令第 137 条の２第１号イの規定による既存不適格緩和適用の確認内容） 

第第第第７７７７ 令第137条の２第１号イの規定の適用を受ける場合において、当該規定に適合してい

ることを証するための第３第６号の既存不適格の適合確認に要する書類は、第４第２項

の書類に加え、次の表３の対象建築物及び適用対象の区分に応じ、それぞれ当該各項に

掲げる必要書類とする。 



■表３ 令第137条の2第1号イに基づく構造耐力関係に係る既存不適格の適合確認に要する書類 

(1) 法第 20 条第４号の木造建築物※１ 

適用対象 適用規定・確認内容 必要書類 

増築等部分 仕様規定※２ 第８による。 

既存部分 耐久性等関係規定※３ 第５又は第６による。 

①土台・基礎 

(令第42条) 

１階床伏図、基礎伏図、 

構造詳細図 

②柱の小径 

(令第43条) 

柱小径及び有効細長比の計算確

認、各階床伏図、構造詳細図 

増築等 

部分が 

構造上 

一体 

(1)釣り合いよ

く耐力壁を配

置する こと等

の基準 

③耐力壁等 

(令第46条) 

各階床伏図、軸組図、立面図、壁量

計算書 

増築等部分 不要 

(1) に よ る

場合 

①～③ 

の規定 

①～③の書類 

地震 耐震診断報告書 (2)耐震診

断 に よ る

場合 

地 震 以

外※５ 

各階床伏図、軸組図、立面図、壁量

計算書 

確認済証又は検査済証の写し※４ 

現地調査状況 既存不適格チェック

シート【２．現地調査確認チェックシ

ート】による。 

建築物 

の 

構造 

耐力上 

主要な 

部分 

 

建築物全体 

（法第86条の 

７第２項の増 

築等をする独 

立部分以外 

の独立部分 

を除く。） 増築等 

部分が 

構造上 

分離 

既存 

部分 

(3)新耐震基準による 

場合 

地震以外 

※５ 

各階床伏図、軸組図、

立面図、壁量計算書 

建築設備 ・屋上突出物（令第129条の2の4第3号） 

・給排水等の配管設備（令第129条の2

の5第1項第2号・第3号） 

屋根ふき材等 ・屋根ふき材等の緊結（告示第109号） 

増築等部分については第８、既存部

分については第５又は第６による。 

注 ※１ 枠組壁工法又はプレハブ工法の場合は、平成13年国土交通省告示第1540号第1から第10まで

の規定。 

※２ 令第３章（第８節を除く。）の規定及び法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制限

を定めた規定。 

※３ 令第36条第1項に掲げる規定。 

※４ 確認済証、検査済証の無い場合は、登記事項証明書など、建設年代が確認できる資料でもよ

い。 

※５ 耐力壁等(風圧)(令第46条第4項（表二に係る部分を除く。）) 



(2) 法第６条の３第１項各号に該当する建築物（(1)を除く。） 

適用対象 適用規定・確認内容 必要書類 

増築等部分 仕様規定※２ 第８による。 

既存部分 耐久性等関係規定※３ 第５又は第６による。 

増築等 

部分が 

構造上 

一体 

(1)構造計算による構造耐力上

安全であることの確認 

構造計算書 

増築等 

部分 

(1)構造計算 第８による。 

地震 耐震診断報告書 (2)耐震診断

による場合 地震 

以外 

※５ 

構造計算書 

確認済証又は検査済証の写し

※４ 

現地調査状況 既存不適格チ

ェックシート【２．現地調査確認

チェックシート】による。 

建築物の 

構造耐力 

上主要な 

部分 

 

建築物全体 

（法第86条の 

７第２項の増 

築等をする独 

立部分以外 

の独立部分 

を除く。） 

増築等 

部分が 

構造上 

分離 

既存 

部分 

(3)新耐震基準による

場合 

地震以外 

※５ 

構造計算書 

建築設備 ・屋上突出物（令第129条の2の4第3号） 

・給排水等の配管設備（令第129条の2の5

第1項第2号・第3号） 

屋根ふき材等 ・屋根ふき材等の緊結（告示第109号） 

増築等部分については第８、既

存部分については第５又は第６

による。 

注 ※２ 令第３章（第８節を除く。）の規定及び法第40条の規定に基づく条例の構造耐力に関する制

限を定めた規定。 

※３ 令第36条第1項に掲げる規定。 

※４ 確認済証、検査済証の無い場合は、登記事項証明書など、建設年代が確認できる資料でも

よい。 

※５ 令第82条第１号から第３号まで（地震に係る部分を除く。）の規定 



(3) その他の建築物 

適用対象 適用規定・確認内容 必要書類 

増築等部分 仕様規定※２ 現行法適合の確認に必要な書類

（規則第１条の３） 

既存部分 耐久性等関係規定※３ 第５又は第６による。 

増築等 

部分が 

構造上 

一体 

(1)構造計算による構造耐力上

安全であることの確認 

構造計算書 

増築等 

部分 

(1)構造計算 構造計算書 

（当該部分が第８第２項に該当す

る場合は、対象となる規定の内

容及び設計者が適合状況を確認

した旨の記載をした図面等） 

地震 耐震診断報告書 (2)耐震診断

による場合 地震 

以外 

※５ 

構造計算書 

確認済証又は検査済証の写し※

４ 

現地調査状況 既存不適格チェッ

クシート【２．現地調査確認チェッ

クシート】による。 

建築物の 

構造耐力 

上主要な 

部分 

 

建築物全体 

（法第86条の 

７第２項の増 

築等をする独 

立部分以外 

の独立部分 

を除く。） 

増築等 

部分が 

構造上 

分離 

既存 

部分 

(3)新耐震基準による

場合 

地 震 以

外※５ 

構造計算書 

建築設備 ・屋上突出物（令第129条の2の4第3号） 

・給排水等の配管設備（令第129条の2の5

第1項第2号・第3号） 

屋根ふき材等 ・屋根ふき材等の緊結（告示第109号） 

現行法適合の確認に必要な書類

（規則第１条の３） 

（増築等部分が構造上分離してい

る場合で、当該部分が第８第２項

に該当する場合は、当該部分に

ついては対象となる規定の内容

及び設計者が適合状況を確認し

た旨の記載をした図面等） 

 

 

 



（特例の適用関係） 

第第第第８８８８    法第６条の３及び令第10条に規定する確認の特例は、既存不適格建築物における増

築等をする場合の建築確認において、当該既存不適格の緩和を適用する条項の審査につ

いては、適用しない。 

    

２２２２ 前項の建築確認に係る建築物が法第６条の３第１項各号に該当する場合は、この運用

において別に定めのある場合を除き、当該建築物の部分のうち増築等に係る部分につい

ては、令第10条各号に掲げる法第６条の３第１項各号の建築物の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める規定に関して、法適合状況を設計者が確認した旨の必要書類への記載

により当該規定についての法適合確認を行う。 

なお、当該建築物又はその部分が第６第１項に該当する場合で、同第２項の表２に掲

げる対象条項について規定の適用がある場合においては、当該条項の規定に適合してい

ることを証するため、表２の区分に応じ、規定の適合確認に必要な書類の提出を要する。 

また、その他の関係規定についての書類は、建築主事が必要に応じ適宜求める。 

 

３３３３ 令第137条の14の規定に基づき、増築等をする建築物の部分を新たにエキスパンション

ジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法で既存部分に接続する場合において

は、当該増築等部分の法第20条に規定する基準の適用上は、既存部分とは別の建築物と

みなす。この場合において、第１項の確認の特例は、法第20条に規定する基準に限り、

当該増築等の部分を別の建築物とみなして適用する。    

 

（検査時の審査方法） 

第第第第９９９９ 既存不適格部分に係る中間及び完了検査における建築主事の確認は、検査申請書第

四面の記載内容の確認により行う。 

    

２２２２ 前項の確認方法のみで確認できない項目については、検査時に写真又は資料等の提示

を求めるなどの方法により確認を行う。 


